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●対　象
　・75歳以上の市民（施設入所者除く）
　・19～74歳の市民で、①②すべてに該当し、かか
りつけ医が必要とみとめる人

　①高血圧、糖尿病、虚血性心疾患、がん、透析、慢性 
　　呼吸器疾患等を罹患している人
　②内服をしている人

●内　容
　〈衛生用品購入支援費助成〉
　次の要件を満たす人に、月500円、最大で3,000円
（6カ月分）を助成します。
　・1日あたりの月平均歩数が6,000歩以上であること
　・月に1回以上（iPhoneの場合は週に1回以上）
　  データ送信をすること

　〈活動量計を無料で提供〉
　・アプリ会員にならない人で、登録説明会に参加で
　 きる人には活動量計を無料で提供します。

●登録説明会
　活動量計での参加者を対象に行います
　と　き　9月12日㈯ 13時30分～15時
　　　　　9月15日㈫ 10時～11時30分
　ところ　かが交流プラザ1階エントランス
　※アプリ会員はwebからの申し込みとなります

●申込方法
　　かかりつけ医または健康課にご相談ください

問 健康課　☎72-7865

高齢者・障がい者施設の緊急時相互応援協力金
■応援協力金・慰労金の支給
　新型コロナウイルス感染症が発生した際に、感染拡大を防止するため法人間によ
る協力・連携体制を強化します。他の法人に職員を派遣した場合、法人に協力金５万
円、派遣職員には慰労金5,000円／日を支給します。

■事業者間応援協定の締結
　緊急時に、関連事業所間で相互支援ができるよう、市と介護サービス
事業者等による事業者間応援協定の締結を行います。

高リスク者（高齢者・基礎疾患のある人）の
健康づくりの促進・免疫力向上で重症化の予防
■タニタアプリ活用によるウオーキングの促進
　株式会社タニタによるクラウドの健康管理ウェブサービスを活用し、自身の歩数
データ等の可視化や、最新の健康情報を提供し、ウオーキング等の健康づくりによる
免疫力向上を目指します。

■高リスク者（高齢者・基礎疾患のある人）へのきっかけづくり
　高リスク者に対し、かかりつけ医からアプリを活用したウオーキングを
紹介します。「新型コロナウイルス感染症予防パス」（壱の盾をご覧くださ
い）をお持ちの人で、KAGAタニタ健幸くらぶに参加し、１日あたりの月平
均歩数が6,000歩以上を継続した人には、衛生用品購入支援費として月
500円（最大3,000円）を助成します。

避難所等や公共施設の感染予防対策の充実
■避難所や高齢者施設等での感染防止用品の備蓄等
　飛沫感染防止用パーティションやアクリル板、ガウン、フェイ
スシールド等の感染予防用品の備蓄を行います。また、加賀市医
療センター発熱外来の空調設備や積雪対応備品を充実します。

■自動体温検知等システムの導入
　加賀市医療センターの入り口に、自動体温検知と併せ、マ
スクを着けていない人に着用を促す、顔認証システムを活用
した装置を導入し、発熱者やウイルスの院内への入り込みを
未然に防ぎます。

■最先端のウイルス除菌設備の導入
　加賀市医療センターの待合スペース等に、人体へ
悪影響を及ぼさない紫外線特定波長によって空間や
器物表面にあるウイルスの感染力や毒性を消失させ
る最先端の設備を導入し、感染予防を図ります。

■ＡＩによる混雑検知システムの導入
　公共施設の混雑状況をカメラによってリアルタイムで検知
し、スマートフォンやパソコンで確認できるシステムを導入す
ることで、３密を回避し、安心して利用できるようにします。

【設置施設】 ※8月下旬に導入予定
・３温泉の総湯の入口
・にこにこパークの入口
・加賀市医療センターの待合室等

■旅館組合と連携した避難所開設の体制整備
　避難所におけるクラスター感染を防止するため、市内の３温泉の旅館組合と
連携し、高齢者や障がい者、妊産婦など新型コロナウイルス感染により重症とな
りやすい人を旅館等へ分散避難させることで安全で安心な避難所の開設を目指
します。

■公共施設感染拡大予防マニュアルの策定
　利用者と職員の安全を確保するため、各施設の管理者が
行う感染予防の基本的な事項について示します。

先端テクノロジーを活用した感染予防対策

Not Mask

五五五
の盾の盾の盾

六六六
の盾の盾の盾

七七七
の盾の盾の盾

八八八
の盾の盾の盾

※19歳以上の市民を対象とした「KAGAタニタ健幸くらぶ」の参加者を随時募集しています。
　健康課またはいきいきランド・かがaimBSでお申し込みください。
問 株式会社エイム　いきいきランド・かがaimBS　☎72-8011 アプリ会員は無料
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　・19～74歳の市民で、①②すべてに該当し、かか
りつけ医が必要とみとめる人

　①高血圧、糖尿病、虚血性心疾患、がん、透析、慢性 
　　呼吸器疾患等を罹患している人
　②内服をしている人

●内　容
　〈衛生用品購入支援費助成〉
　次の要件を満たす人に、月500円、最大で3,000円
（6カ月分）を助成します。

　・1日あたりの月平均歩数が6,000歩以上であること
　・月に1回以上（iPhoneの場合は週に1回以上）
　  データ送信をすること

　〈活動量計を無料で提供〉
　・アプリ会員にならない人で、登録説明会に参加で
　 きる人には活動量計を無料で提供します。

●登録説明会
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　ところ　かが交流プラザ1階エントランス
　※アプリ会員はwebからの申し込みとなります
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　　かかりつけ医または健康課にご相談ください

問 健康課　☎72-7865

高齢者・障がい者施設の緊急時相互応援協力金
■応援協力金・慰労金の支給
　新型コロナウイルス感染症が発生した際に、感染拡大を防止するため法人間によ
る協力・連携体制を強化します。他の法人に職員を派遣した場合、法人に協力金５万
円、派遣職員には慰労金5,000円／日を支給します。

■事業者間応援協定の締結
　緊急時に、関連事業所間で相互支援ができるよう、市と介護サービス
事業者等による事業者間応援協定の締結を行います。

高リスク者（高齢者・基礎疾患のある人）の
健康づくりの促進・免疫力向上で重症化の予防
■タニタアプリ活用によるウオーキングの促進
　株式会社タニタによるクラウドの健康管理ウェブサービスを活用し、自身の歩数
データ等の可視化や、最新の健康情報を提供し、ウオーキング等の健康づくりによる
免疫力向上を目指します。

■高リスク者（高齢者・基礎疾患のある人）へのきっかけづくり
　高リスク者に対し、かかりつけ医からアプリを活用したウオーキングを
紹介します。「新型コロナウイルス感染症予防パス」（壱の盾をご覧くださ
い）をお持ちの人で、KAGAタニタ健幸くらぶに参加し、１日あたりの月平
均歩数が6,000歩以上を継続した人には、衛生用品購入支援費として月
500円（最大3,000円）を助成します。

避難所等や公共施設の感染予防対策の充実
■避難所や高齢者施設等での感染防止用品の備蓄等
　飛沫感染防止用パーティションやアクリル板、ガウン、フェイ
スシールド等の感染予防用品の備蓄を行います。また、加賀市医
療センター発熱外来の空調設備や積雪対応備品を充実します。

■自動体温検知等システムの導入
　加賀市医療センターの入り口に、自動体温検知と併せ、マ
スクを着けていない人に着用を促す、顔認証システムを活用
した装置を導入し、発熱者やウイルスの院内への入り込みを
未然に防ぎます。

■最先端のウイルス除菌設備の導入
　加賀市医療センターの待合スペース等に、人体へ
悪影響を及ぼさない紫外線特定波長によって空間や
器物表面にあるウイルスの感染力や毒性を消失させ
る最先端の設備を導入し、感染予防を図ります。

■ＡＩによる混雑検知システムの導入
　公共施設の混雑状況をカメラによってリアルタイムで検知
し、スマートフォンやパソコンで確認できるシステムを導入す
ることで、３密を回避し、安心して利用できるようにします。

【設置施設】 ※8月下旬に導入予定
・３温泉の総湯の入口
・にこにこパークの入口
・加賀市医療センターの待合室等

■旅館組合と連携した避難所開設の体制整備
　避難所におけるクラスター感染を防止するため、市内の３温泉の旅館組合と
連携し、高齢者や障がい者、妊産婦など新型コロナウイルス感染により重症とな
りやすい人を旅館等へ分散避難させることで安全で安心な避難所の開設を目指
します。

■公共施設感染拡大予防マニュアルの策定
　利用者と職員の安全を確保するため、各施設の管理者が
行う感染予防の基本的な事項について示します。

先端テクノロジーを活用した感染予防対策

Not Mask

五五五
の盾の盾の盾

六六六
の盾の盾の盾

七七七
の盾の盾の盾
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※19歳以上の市民を対象とした「KAGAタニタ健幸くらぶ」の参加者を随時募集しています。
　健康課またはいきいきランド・かがaimBSでお申し込みください。
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　「子育ていちばん」をめざす加賀市では、新型コロナウイルスの経済対策の一環として、コロナ禍
での影響が特に大きい多子世帯のサポートと将来の人口増加を期待して、第３子からの出産にお祝
い金30万円を支給する制度を開始します。
　加賀市の未来が燦 （々さんさん）と輝くことと３人目30万円をかけて、「未来33」と名付けました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、受注減の打撃を大きく
受けている山中漆器・九谷焼の伝統工芸産業に対し、山中漆器連合協
同組合・加賀九谷陶磁器協同組合が実施する新分野への挑戦を支援
し、需要の創出と伝統工芸の新たな発信、ブランド力の向上、販売促
進を図ります。

加賀市民限定で市内での宿泊料金を割り引きます。（日帰りは対象外）

新しい日常における
新型コロナウイルスへの経済対策

加賀市民宿泊限定
「応援リフレッシュ割」

新・子育て支援制度

伝統工芸品新分野開拓助成

新型コロナ
ウイルス

経済
対策

ご利用金額の50％割引
（上限お一人様 5,000円 ※100円未満切り捨て）
■何度でもご利用いただけます
■先着順（受付は予算額に達し次第終了します）
■温泉地や地域ごとに定数があります
※キャンセルされた場合は、割引が適用されず通常料金に対する
　キャンセル料が生じます

国（観光庁）の
「Go Toトラベル」
事業との併用を
基本とします。
（県民宿泊割との併用は不可）

30,000円
20,000円
15,000円
10,000円
7,000円

19,500円
13,000円
9,750円
6,500円
4,550円

GoToトラベル適用後
宿泊料金（35％割引）

5,000円
5,000円
4,800円
3,200円
2,200円

応援リフレッシュ割
割引額

14,500円
8,000円
4,950円
3,300円
2,350円
自己負担額通常料金（税込）

GoToトラベルを併用した場合の料金例

※国のGoToトラベル事業35％割引後の金額を基本に計算します。
　GoToトラベル事業の割引はお客様自身の申請手続きが必要となる場合があります。
　GoToトラベル適用外の場合も同様の算出方法となります。
※申込後に別途追加で注文される飲食等のサービス料金は含まれません。

もっとお得に！もっとお得に！

（一例）

10,000円→3,300円、 20,000円→8,000円お一人様通常 お一人様通常

（下表参照）（下表参照）

なんと、こんなに安くお泊まりになれます!

●対　象 10月31日（土）までの宿泊
●申込方法 宿泊施設または市内旅行会社に電話でお申し込みください。
 お申し込みの際には、必ず「応援リフレッシュ割」ご利用希望の旨をお伝えください。
 利用可能な宿泊施設と旅行会社は、市ホームページをご確認ください。
 ※インターネット旅行会社からのご予約は対象外となります。
●必要なもの ・代表者の身分証明（運転免許証、マイナンバーカード等）のコピー
 ・宿泊者全員の氏名・住所・代表者の生年月日

●対象児童
　　多子世帯の児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども）のうち、年
長者から数えて3人目以降となる児童で、出生日から加賀市の住所を有し、令和2年4月2
日以降に生まれた児童

●支給対象者
　　対象児童の出生日から起算して1年以上前から継続して加賀市に住所を有する保護者
　※加賀市に住所を有する期間が対象児童の出生日から起算して1年未満の場合は、継続
　して1年以上経過した後に支給対象となります。

問 観光交流課　☎72-7803
　 誘客推進課　☎72-7900

問 子育て支援課　☎72-7856

問 商工振興課　☎72-7940

利用された中から
抽選で100人以上に
温泉宿泊券ほか
豪華加賀市

特産品が当たる

金　額　対象児童1人につき30万円
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　加賀市の未来が燦 （々さんさん）と輝くことと３人目30万円をかけて、「未来33」と名付けました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、受注減の打撃を大きく
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同組合・加賀九谷陶磁器協同組合が実施する新分野への挑戦を支援
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進を図ります。
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「応援リフレッシュ割」
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■温泉地や地域ごとに定数があります
※キャンセルされた場合は、割引が適用されず通常料金に対する
　キャンセル料が生じます

国（観光庁）の
「Go Toトラベル」
事業との併用を
基本とします。
（県民宿泊割との併用は不可）

30,000円
20,000円
15,000円
10,000円
7,000円

19,500円
13,000円
9,750円
6,500円
4,550円

GoToトラベル適用後
宿泊料金（35％割引）

5,000円
5,000円
4,800円
3,200円
2,200円

応援リフレッシュ割
割引額

14,500円
8,000円
4,950円
3,300円
2,350円
自己負担額通常料金（税込）

GoToトラベルを併用した場合の料金例

※国のGoToトラベル事業35％割引後の金額を基本に計算します。
　GoToトラベル事業の割引はお客様自身の申請手続きが必要となる場合があります。
　GoToトラベル適用外の場合も同様の算出方法となります。
※申込後に別途追加で注文される飲食等のサービス料金は含まれません。

もっとお得に！もっとお得に！

（一例）

10,000円→3,300円、 20,000円→8,000円お一人様通常 お一人様通常

（下表参照）（下表参照）

なんと、こんなに安くお泊まりになれます!

●対　象 10月31日（土）までの宿泊
●申込方法 宿泊施設または市内旅行会社に電話でお申し込みください。
 お申し込みの際には、必ず「応援リフレッシュ割」ご利用希望の旨をお伝えください。
 利用可能な宿泊施設と旅行会社は、市ホームページをご確認ください。
 ※インターネット旅行会社からのご予約は対象外となります。
●必要なもの ・代表者の身分証明（運転免許証、マイナンバーカード等）のコピー
 ・宿泊者全員の氏名・住所・代表者の生年月日

●対象児童
　　多子世帯の児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども）のうち、年
長者から数えて3人目以降となる児童で、出生日から加賀市の住所を有し、令和2年4月2
日以降に生まれた児童

●支給対象者
　　対象児童の出生日から起算して1年以上前から継続して加賀市に住所を有する保護者
　※加賀市に住所を有する期間が対象児童の出生日から起算して1年未満の場合は、継続
　して1年以上経過した後に支給対象となります。

問 観光交流課　☎72-7803
　 誘客推進課　☎72-7900

問 子育て支援課　☎72-7856

問 商工振興課　☎72-7940

利用された中から
抽選で100人以上に
温泉宿泊券ほか
豪華加賀市

特産品が当たる

金　額　対象児童1人につき30万円

広報かが  2020・913


































